
議案第３１号

協議項目６ 「議会の議員の定数及び任期の

取扱いに関すること」

協議項目６ 「議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること」につ

いて、次のとおり定める。

平成１５年８月２７日提出

前橋広域市町村合併協議会

会長 萩 原 弥惣治

議会の議員の定数及び任期の取扱い

１ 大胡町、宮城村及び粕川村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関

する法律第７条第１項の規定を適用し、前橋市の議会の議員の残任期

間に限り、前橋市の議会の議員として引き続き在任する。

２ 前橋市の議会の議員の定数は、合併後最初に行われる一般選挙により

選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、４６人とし、公

職選挙法第１５条第６項及び公職選挙法施行令第９条の規定を適用し、

合併前の前橋市の選挙区のほかに、合併前の大胡町、宮城村及び粕川

村の区域ごとに選挙区を設け、当該選挙区における議会の議員の定数

は、次のとおりとする。

（１）大胡選挙区 ５人

（２）宮城選挙区 ２人

（３）粕川選挙区 ３人



議案第３１号参考資料 協議項目６ 「議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること」

１ 定数、任期等

前橋市 大胡町 宮城村 粕川村

○条例定数 ３６人 ○条例定数 １８人 ○条例定数 １６人 ○条例定数 １８人
○任期 平成１３年２月２３日～ ○任期 平成１５年５月１日～ ○任期 平成１５年４月３０日～ ○任期 平成１２年１２月８日～

平成１７年２月２２日 平成１９年４月３０日 平成１９年４月２９日 平成１６年１２月７日
○議員１人当たりの住民数 ○議員１人当たりの住民数 ○議員１人当たりの住民数 ○議員１人当たりの住民数

７，８９３人 ９１５人 ５２１人 ６４０人

市町村議会の議員の法定数（地方自治法第９１条第２項）
○人口５千以上１万人未満の町村 １８人 ○人口１万人以上２万人未満の町村 ２２人
○人口２０万人以上３０万人未満の市 ３８人 ○人口３０万人以上５０万人未満の市 ４６人

２ 財政効果

区 分 １０年間の経費 財政効果 備 考
①－②・③

①合併しない場合 ８８人 ６，６５７，８３３千円

②合併特例法等を適用しない場合 ３６人 ４，４２０，４３１千円 ２，２３７，４０２千円
（原則）

③在任特例３か月後に条例定数を変更し選挙 ５，０２０，８６３千円 １，６３６，９７０千円 ４年間、定数の上限４６人に条例を改
区を設ける場合 ４６人 正した場合
（公職選挙法の特例措置）

※平成１５年４月１日現在の報酬、共済費及び政務調査費により算出。
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３ 先進地事例

つくば市 福山市 呉市 新発田市

在任特例を適用 定数特例を適用 定数特例を適用 在任特例を適用
在任期間１年７月 特例期間１年３月 特例期間４年（※１） 在任期間２年（※２）
議員数５１人 議員数４０人 議員数３５人 議員数４８人

（ 、 ） （ 、 ）つくば市３５人 茎崎町１６人 （福山市３８人、新市町２人） （呉市３４人、下蒲刈町１人） 新発田市３０人 豊浦町１８人

※１ 呉市と下蒲刈町の議員任期は同じで、平成１５年４月１日の合併から４月末の統一地方選挙まで、下蒲刈町の議員が不在となった。
※２ 新発田市及び豊浦町の議員の任期と合併期日の関係で、４年近い在任期間の特例が適用されることになるため、議員間の申し合わせ事

項として、例外的に２年間の延長となった。

○新居浜市（平成１５年４月１日合併）
在任特例と定数特例を適用

・在任特例（在任期間１か月）
議員数４２人

（新居浜市３４人、別子山村８人）
・定数特例（特例期間４年）

議員数３５人
（新居浜市３４人、別子山村１人）
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４ 在任特例と条例定数を変更し一般選挙を行う場合 

 
 

手 順 定  数 任 期 等 備 考 
・大胡町、宮城村、粕川村の議会の議員は、前橋市の議会の議員の

残任期間（平成１７年２月２２日まで）に限り、在任する。 
・条例定数を変更する。上限の４６人まで増加する。 
・合併による激変緩和に考慮し、大胡町、宮城村、粕川村選挙区を

設け平成１７年２月の一般選挙を実施する（選挙区の定数を人口

に応じて割り振る）。 

・平成１７年２月まで８８人 
・平成１７年２月以降４６人 
（前橋市３６人、大胡町５人、

宮城村２人、粕川村３人）  

・平成１７年２月２２日 
定数８８人：３か月間 

・平成２１年２月２２日 
定数４６人：４年間 

 

次の選挙では、選挙区の

廃止及び定数の見直し

が必要となる。 

 

大胡町議員 

宮城村議員 

粕川村議員 

前橋市議員 

H17.2.22 H21.2.22 

在任特例期間約３か月

８８人 
議員定数条例を改正 

 
議員数４６人 
（前橋市３６人、大胡町５人、宮城村２人、 
粕川村３人） 

 
特例措置を用い

ない新たな定数

を定め選挙 

選挙区廃止 
   定数見直し 

前橋、大胡、宮城、粕川選挙

区を設置（一般選挙） 
在任特例を適用 

H16.12.5 
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地方自治法
第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応

じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。
九 人口３０万以上５０万未満の市 ４６人

３ 第１項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少によ
り前項の数を超えることとなった市町村においては、その超えること
となった日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員
の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもって定
数とする。

４ 第１項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなけれ
ば、これを行うことができない。

５ 第７条第１項又は第３項の規定による処分により、著しく人口の増
減があった市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期
中においても、議員の定数を増減することができる。

公職選挙法
（地方公共団体の議会の議員の選挙区）
第１５条
６ 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、

条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第２５２条の
１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という ）については、区。
の区域をもつて選挙区とする。

７ 第２項、第３項又は前項の規定により選挙区を設ける場合において
は、行政区画、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、交通等
の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人
口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情が
あるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定め
ることができる。

９ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及
び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で
定める。

公職選挙法施行令
（人口に比例しない議員の定数）

第９条 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、関係
区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙
すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定める
ことができる。




